
 

 

 

次年度以降の取り組みについて 

                                  校長 高澤 善幸 

 

立春を過ぎ、まだ、寒い日も多いのですが、少しずつ陽だまりの暖かさが感じられる季節になりました。2月 9日

（木）～10日（金）の2日間は、5年生による移動教室がありました。特に10日（金）は、警報が出るほどの大雪に

見舞われ御心配をおかけしましたが、予定を早めに切り上げ、お陰様で子供たちは元気に戻ってくることができまし

た。「家に帰った子供が、『スキー楽しかった。』と言っていました。」という、保護者の方からの声も寄せられて

います。さて、昨日、本日と2回にわたり、学校評価の報告をさせていただきました。本号では、三輪小学校の次度

以降の方向性についてお知らせいたします。子供たちの健やかな発達を願い、確かな学力を身に付けさせ、未来を切

り拓く子供たちを育成していくために、三輪小学校では、次年度以降も、さらに教育活動の中身を整えながら、新た

な学校づくりを目指していきます。 

 

 

１ 三輪小学校では、2024年度からの2学期制への移行を検討していきます。 
 
  本校では、現在 3学期制を実施しています。現在、町田市内では、2学期制へ移行するが学校が増えてきていま

す。学期を減らすことで、ゆったりとした環境で子供たちを見守ることができるようになります。この他にも、2

学期制に移行することで、下記のような利点があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 
２ 夏季水泳指導をなくし、水泳指導の時期を 1学期までとします。 
 

昨年度に引き続き、令和4年度も夏季水泳指導の実施を中止いたしました。これは、新型コロナウイルス感染症

の感染状況も原因の一つですが、温暖化による気温の上昇により屋外で運動できる回数が減り、水泳指導も中止に

なることが多くなってきていることも要因です。町田市教育委員会スポーツ振興課からお知らせがあり、次年度以 
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・学期末の評価の回数を減らすことで、学期末の慌ただしさが減り、子供たち一人ひとりと教職員がゆったりと

向き合う時間が増えていきます。通知表をお渡しする回数は、3 回から 2 回へと減ることになります。御家庭

で、学校での子供たちの様子を知る機会が減りますが、年間を通して 2回の通知表ですので、長期間にわたり

子供を指導する時間を確保することができ、個々の児童と接する時間が増えるため、より適正な評価の実施が

可能になります。 

・7月末や 9月初め、12月末や 1月初めに行事を入れやすくなります。学期の区切りが 10月～11月にかけて行

われるため、これまでの、学期末のまとめに追われることなく、それらの時期に行事が計画しやすくなります。

行事を実施する日程に幅が出るため、新型コロナウイルス感染症などの流行時期を外した計画が可能になる場

合があります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

降の開放プールの中止も決まりました。夏季の暑い時期に子供たちを登下校させることにも危険が伴うようになっ

てきています。こうした状況を踏まえ、三輪小学校では、令和5年度より1学期で水泳指導を終え、夏季水泳指導

は中止といたします。 

 
 
３ 学芸会と作品展を交互に実施するに形式に変更します。 
 

  令和 4年度に、3年ぶりの学芸会を実施しました。これまで同様、音楽発表と劇を中心にする活動の発表の学年

に分かれての実施でした。しかし、学校全体の統一性に欠けるところがありました。そこで、令和6年度からは、

学芸会と作品展を、隔年で交互に実施していく形に変更いたします。令和 5 年度は、1・3・5 年生は音楽発表、2

・4・6年生は劇による発表という、現在の形で行う最後の年になります。 

 

 

４ 個人面談を全員実施とします。 
 

  これまで、7 月後半に、希望による個人面談を実施してきました。これを全員面談に変更します。コロナ禍で、

保護者会もオンラインによる実施で行うなど、直接担任が保護者の皆様と向き合ってお会いする機会がもてなくな

っていました。令和5年度は、7月末に、保護者の皆様との全員面談を実施します。 

 

 

5 学校林を活用した森林環境教育促進事業に参加します。 
 

公益財団法人東京都農林水産振興財団による、「令和5年度学校林を活用した森林環境教育促進事業」に応募し、

推薦をいただくことが決定いたしました。この事業は、学校林を活用して青少年の「森林環境教育」を促進する目

的で実施されているものです。「みわの森」を中心とする豊かな森林を活用した「ふるさと教育」を東京都全体に

も知っていただく良い機会となります。 

 

 

６ 教材費等の会計業務が公会計になります。 
 

  市内の小学校すべての教材費や校外学習費用、卒業アルバム代金などが、公会計化になります。これは教

材費等の徴収や支払を、学校ではなく町田市が行う制度です。教員の働き方改革の一環であり、全国初の試

みです。保護者の皆様には、学校が作成した徴収金計画に基づき、学期当初に教材費等の費用を入金してい

ただき、そこから町田市が業者へ支払いを行うことになります。ただし、宿泊行事など、一部の業務はこれ

まで通り、学校を通して集金するものもあります。今後、学校向けの説明会も実施されますので、詳しくは、

後日お知らせいたします。 


